
　

―
―
例
え
ば
、
プ
ロ
野
球
選
手
と
コ

ン
ビ
ニ
の
ア
ル
バ
イ
ト
店
員
の
違
い
な

ど
、
日
本
で
働
く
外
国
の
方
々
の
働
き

方
の
違
い
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

藤
原　

日
本
に
入
国
・
在
留
す
る
外

国
人
の
在
留
資
格
は
、
活
動
内
容
で
分

け
る
活
動
資
格
と
身
分
・
地
位
で
分
け

る
居
住
資
格
に
大
別
で
き
ま
す
。
活
動

資
格
は
働
く
こ
と
の
で
き
る
就
労
資
格

と
非
就
労
資
格
に
分
か
れ
ま
す
。
外
国

人
プ
ロ
野
球
選
手
の
場
合
は
就
労
資
格

の
「
興
行
」
の
在
留
資
格
で
、
コ
ン
ビ

ニ
店
員
は
非
就
労
資
格
の
「
留
学
」
の

在
留
資
格
で
日
本
に
在
留
す
る
日
本
語

学
校
生
や
大
学
生
が
代
表
的
で
す
。
居

住
資
格
に
は
在
留
活
動
の
制
限
の
な
い

永
住
者
、
日
本
人
配
偶
者
な
ど
の
在
留

資
格
が
あ
り
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
非
就

労
資
格
な
の
に
留
学
生
が
コ
ン
ビ
ニ
で

ア
ル
バ
イ
ト
が
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、

資
格
外
活
動
の
許
可
を
取
得
す
れ
ば「
一

週
間
二
八
時
間
以
内
の
収
入
を
伴
う
事

業
を
運
営
す
る
活
動
ま
た
は
報
酬
を
受

け
る
活
動
」
と
い
う
条
件
下
で
就
労
が

許
可
さ
れ
て
い
る
た
め
な
の
で
す
。

　

―
―
四
月
一
日
ス
タ
ー
ト
の
改
正
入

管
法
は
、
国
会
で
も
議
論
が
大
い
に
な

さ
れ
ま
し
た
。

　

藤
原　

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
在
留

資
格
に
「
特
定
技
能
」
が
新
た
に
盛
り

込
ま
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
人
材
不

足
の
解
消
を
目
的
に
、
新
た
な
外
国
人

材
の
確
保
を
図
る
べ
き
産
業
上
の
分
野

に
属
す
る
相
当
程
度
の
知
識
ま
た
は
経

験
を
必
要
と
す
る
技
能
を
有
す
る
業
務

に
従
事
す
る
在
留
資
格
で
す
。
四
月
一

日
か
ら
申
請
受
付
を
開
始
、
入
管
と
し

て
も
各
県
と
協
力
し
て
説
明
会
を
開
い

て
い
ま
す
。
愛
知
県
で
は
二
月
十
八
日

に
「
新
た
な
外
国
人
材
の
受
入
れ
に
か

か
る
制
度
説
明
会
」
を
二
回
開
き
ま
し

た
。
同
二
十
二
日
に
は
愛
知
県
と
の
共

同
事
務
局
と
し
て
「
あ
い
ち
外
国
人
材

適
正
受
入
れ
・
共
生
推
進
協
議
会
」
を

開
催
し
、
関
係
機
関
と
の
相
互
連
携
を

図
る
体
制
の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
法
務
省
入
国
管
理
局
は

出
入
国
在
留
管
理
庁
と
し
て
法
務
省
の

外
局
と
な
り
、
仕
事
の
内
容
と
し
て
は

「
外
国
人
の
在
留
の
管
理
」
が
明
記
さ

れ
る
と
と
も
に
「
内
閣
の
重
要
政
策
に

関
す
る
事
務
を
助
け
る
こ
と
」
が
加
わ

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
外
交
人
材
の
受
入

れ
・
共
生
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
総

合
調
整
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。そ
し
て
，

名
古
屋
入
国
管
理
局
は
名
古
屋
出
入
国

在
留
管
理
局
と
な
り
ま
す
。

　

―
―
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
名
古
屋

入
管
の
管
内
で
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が

起
き
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
検
討
さ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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今
回
新
た
に
設
け
ら
れ
た
在

留
資
格
「
特
定
技
能
一
号
」
の
申
請
に

は
、
原
則
と
し
て
技
能
試
験
の
合
格
証

明
書
と
日
本
語
能
力
試
験
の
合
格
証
明

書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
技
能

試
験
の
実
施
予
定
は
四
月
か
ら
の
制
度

導
入
に
向
け
各
所
管
省
庁
に
お
い
て
鋭

　

改
正
入
管
法
が
四
月
一
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
国
会
審
議
で
は
さ
ま
ざ
ま

な
危
惧
や
課
題
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
国
会
の
採
択
か
ら
短
期
間
で
の
実
施
と
な

り
関
係
機
関
で
は
急
ピ
ッ
チ
で
準
備
が
進
む
。
名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局
へ

と
看
板
も
変
わ
る
名
古
屋
入
国
管
理
局
の
藤
原
浩
昭
局
長
も
大
忙
し
。
そ
の
心

は
急
増
す
る
外
国
人
と
の
「
共
生
社
会
の
実
現
」
と
い
う
。

（
聞
き
手
は
塚
本
隆
中
部
財
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
社
社
長
）
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